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事業評価シート

№1

管理番号 事業名 学習指導員等配置事業 評価時期 平成25年5月

担当課 教育課 担当名 総務管理・学校教育担当

事業期間 □単年度　■単年度繰返（平成１８年度開始）　□期間限定（　　　年度～Ｈ　　年度）

根拠法令 学校教育法 町条例・要綱等 教育委員会事務局組織規則

予算
科目

一般会計

科目
教育費（10款） 教育総務費（1項）

教育振興費（3目）

総合計画の
位置づけ
(後期基本計
画)

「心豊かな人と文化を育むまち」づくり

学校教育の充実

「まなびの力」の育成

対　象
（誰、何を）

 児童生徒に対する学習指導及び支援等

意　図
（事業の狙
い）

　学力向上対策として教員免許を有した指導員による教諭とのチームティーチングや取り出し指導
による理解の向上や支援員による特別な支援が必要な児童生徒に対する生活指導など、学習内
容の充実を図るとともに、個々に応じたきめ細かな学習や生活の指導を行う。

見直しの履歴
　毎年、学校訪問や学校ヒアリングによる現状把握や、就学指導委員会の答申を受け、各校児童生徒の実態に基づいた学
習指導員及び学習支援員を配置している。（H19：指導員１名、H20：指導員２名 支援員１名、H21：指導員３名 支援員２
名、H22：指導員４名（内緊急雇用１名） 支援員２名、H23：指導員４名 支援員２名、H24：指導員４名　支援員３名）

実施内容

　指導員によるTTの実施や取り出し指導、特別な支援が必要な児童生徒に対し学習指導や
生活指導を行うなど、個々に応じたきめ細かな学習指導や生活指導を行った。【H24　真
小：指導員２名、あ小：支援員１名、北部小：指導員１名、真中：指導員１名 支援員１
名　及中：支援員１名】

（備考）Ｈ22決算　教育費　9,160　労働費　1,806　計　10,966

区　分 Ｈ20決算 Ｈ21決算 Ｈ22決算 Ｈ23決算 Ｈ24決算

費
用

   事業費合計 3,521 8,759 9,160 10,819

費用合計

12,449

人
件
費

主担当職員

その他職員

その他

3,521 8,759 9,160 10,819 12,449

財
源

特
財

国・県補助金

地方債

その他財源

一般財源 3,521 8,759 9,160 10,819 12,449

コストの
増減理由

　人員や賃金単価、共済費の増による



【項目別評価】（Ａ高～Ｄ低）

A A A

【内部総合評価と改善計画】

ランク

【外部評価と評価委員意見】

妥当性
（行うことは適当か）

効率性
(削減余地がないか)

有効性
(成果が向上しているか)

当初の目的を達成している
事業費を節減する余地が
ある

上位施策にあまり貢献し
ていない

住民ニーズが低下、または
サービス過剰

従事人数を節減する余地
がある

対象を見直す余地がある

国・県事業と重複 事務改善の余地がある
成果向上のために事業内
容を見直す余地がある

民間と競合している
町民負担を見直す余地が
ある

継続実施しても成果向上
の余地がない

理由 理由 理由
　各校に特別な支援を要する児童生徒は
多数在籍しており、県費負担教職員だけ
では、個々に応じたきめ細やかな指導が
できにくいことから、町独自採用の指導員
等を配置し、特別支援教育の充実を図る
必要がある。

　学校の実態に即した対応であり、削減
の余地はない。（県費加配教職員の配
置を要望し、町費負担を可能な限り節減
できるように努める。）

　特別支援を要す児童生徒が、安定して授業
に取り組めるようになり、学習活動の向上につ
ながった。また、スムーズな授業が展開できる
ようになり学級経営も安定し、他の児童生徒の
充実した学習ができた。

Ａ:計画どおり事業推進が適当　　　　Ｂ:事業の進め方に改善が必要
Ｃ:事業規模、内容等の見直しが必要　Ｄ:事業の統合、休・廃止が必要

総合評価と理由

各校に在籍する特別支援の必要な児童生徒に対し、個々に応じたきめ細かな学
習指導や生活指導を行うことができ、円滑な授業進捗や安定した学級経営にも寄
与していることから、今後も適正人員を配置すべきである。（引き続き、県費加配教
職員の配置を要望しながら、町費負担の節減に努める必要がある。）

A

町民・議会等の
要望・時期等

平成22年度総務文教常任委員会指摘
平成22年第3回町議会定例会一般質問

今後の方向性 □廃止　□休止　□終了　□統合　■継続　□一部見直し　→ 見直しの方向性

改善計画

　就学指導委員会の答申を受けながら、対象児童生徒の
実態に即した配置を行うとともに、より指導力の高い人材の
確保に努める。
　また、県費負担教職員の配置や財政負担の拡充を国や
県に引き続き要望していく。

減
↑

費
用
↓

増

　　縮小 ← 成果 → 拡大

外部評価 外部評価委員意見

A 　授業中に特別な配慮が必要な児童生徒が増加傾向にあるため、各校の実態に応
じて指導力の高い人材の確保に努めて欲しい。


